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平成２０年度ＬＰガス消費者保安功績者表彰について 
 

平成２０年８月 

 

（社）日本エルピーガス連合会 

都 道 府 県 Ｌ Ｐ ガ ス 協 会 

 

平成１６年度から経済産業省、ＬＰガス安全委員会等において、現在のＬＰガスの保安水

準を維持・向上するための一方策として新たな表彰制度が発足し、毎年経済産業省原子力安

全・保安院長表彰を始めとし、高圧ガス保安協会長及びＬＰガス安全委員会長表彰等の贈呈

が実施されております。 

 

そうした中、昨年度より標記表彰制度の「評価項目」について、消費者保安の取り組みを

法令以上に実施しているＬＰガス販売事業者(以下、「販売事業者」という。)に対して、総

合的に評価する改訂が行われました。また、受賞者には店頭用ステッカー、車両用ステッカ

ー及び名刺用シールのデータが配布されることとなりました。 

 

つきましては、申告書の評価項目の総合点数が７５点以上となる販売事業者におかれまし

ては、奮って申告されますようお願いいたします。 

 

また、過去に受賞した販売事業者も原則として表彰対象者となっておりますので、同様に

７５点以上となる販売事業者は申告されますよう併せてお願いいたします。 

 

申告にあたっては、本要領の申告用紙に平成２０年６月３０日現在の状況等をご記入のう

え、９月１２日までに所属の都道府県ＬＰガス協会等まで申告されますようお願いいたしま

す。 

 

なお、本年度は無事故の要件等が変更になっておりますので、ご注意ください。 

【主な変更点】 

１．保安優良液化石油ガス販売事業者表彰について、無事故の要件が人損を伴うもののみ過去３年

間から過去５年間に延長された。 

２．保安功労者(個人)、液化石油ガス関係団体及び保安機関の表彰について、無事故の要件が人損

を伴うもののみ過去３年間から過去５年間に延長された。 

 

 

以 上 
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平成２０年度液化石油ガス消費者保安功績者表彰実施要領 
（原子力安全・保安院長表彰、高圧ガス保安協会長表彰、ＬＰガス安全委員会長表彰） 

 

 

液化石油ガスを利用する一般消費者等の保安を確保するため、自主保安活動を推進し顕著

な功績を挙げた液化石油ガス販売事業者等を表彰する。このことにより、液化石油ガス販売事

業者等の保安意識の高揚を図り、もって液化石油ガスに関わる事故を減少させることが目的で

ある。 

平成２０年度液化石油ガス消費者保安功績者表彰実施要領を下記のとおり定める。 

 

記 

 

１．表彰実施日   平成２０年１０月２３日（木） １４時～ 

 

２．表彰式会場   如水会館（東京都千代田区一ツ橋２－１－１） 

本会場において開催される「ＬＰガス消費者保安推進大会」において表

彰する。 

 

３．表彰の種類及び表彰対象者（被表彰者） 

 表彰は、一般消費者等の保安を確保するため、自主保安活動を積極的に実施した液化石油

ガス販売事業者（以下「販売事業者」という。）、液化石油ガス関係団体（以下「関係団体」

という。）、個人及び保安機関を対象に行う。 

 販売事業者においては、自主保安活動が整備されている等保安上の職制が模範的な事業者

であること、保安責任者及び従業員全般に対する保安教育が徹底している事業者であること、

液化石油ガスの保安に対して積極的に活動し、かつ、液化石油ガス関係法令の違反がなく、

他の模範として表彰することが適当と認められる事業者を対象とする。 

 関係団体においては、液化石油ガスの保安に対して積極的に活動し、販売事業者などに対

して液化石油ガス保安に関する指導的役割を果たしている団体を対象とする。 

 個人においては、液化石油ガスの保安に対して積極的に活動し、保安功労者として他の模

範として表彰することが適当と認められる者を対象とする。 

 保安機関においては、液化石油ガスの保安に対して積極的に活動し、他の模範として表彰

することが適当と認められる機関を対象とする。 

 表彰の種類及び表彰対象者（被表彰者）は、以下のとおり。 

 

 （１）保安優良液化石油ガス販売事業者の表彰 

  本表彰は一般消費者等の保安を確保するため、次に掲げる自主保安活動を積極的かつ

総合的に推進し、顕著な功績を挙げた販売事業者を表彰するものとする。 

 ただし、同一年度高圧ガス保安原子力安全・保安院長表彰の該当者については、本表

彰の対象としない。 

   ① 保安方針 

  保安確保の体制として、目標を定め、責任と権限を明確化しており、安全機器等の

設置の取組、予防保全（期限管理）を積極的に講じていること。 

   ② 保安管理体制 

 資格者の確保、設備工事の管理、ＣＯ中毒事故防止対策及び埋設管の管理を積極的

に講じていること。 

   ③ 保安業務（法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取組） 

 自主的な保安高度化の取組、消費者保安啓発活動を積極的に講じていること。 

4



  （２）保安功労者（個人）、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰 

  本表彰は、次に掲げる液化石油ガス消費者保安対策の推進に関して指導的役割を果た

した保安功労者（個人）並びに次に掲げる液化石油ガス消費者保安対策の推進に関して

積極的に貢献した関係団体及び保安機関を表彰するものとする。 

① 保安活動を積極的に展開し、その効果が上がっていること。 

② 保安に関するボランティア活動に参加し、その功績が認められること。 

③ 事故防止に関し積極的に対応した経験があること。 

④ 教育機関において、保安啓発活動に尽力したこと。    

⑤ 保安に関する技術進歩のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

⑥ その他、保安のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

 

４．被表彰者数 

（１）上記３(1)に関する被表彰者数は、次に掲げるものとする。 

① 原子力安全・保安院長表彰  ５０者以内 

② 高圧ガス保安協会長表彰   ５０者以内 

③ ＬＰガス安全委員会長表彰  ５０者以内 

 

（２）上記３(2)に関する被表彰者数は、次に掲げるものとする。 

① 原子力安全・保安院長表彰  定めていない 

② 高圧ガス保安協会長表彰   １５者以内 

③ ＬＰガス安全委員会長表彰  ３０者以内 

 

５．被表彰者の推薦、選考及び表彰の方法 

 （１）保安優良液化石油ガス販売事業者表彰に係る推薦 

① 当該表彰に係る推薦等を行おうとする者は、別冊の別紙１の申告書に必要事項を記

入して、評価項目の総合点数が７５点以上の場合、下記に提出すること（自薦、他薦

は問わない）。 

  また、本表彰の対象となる各保安項目の実施状況は、平成２０年６月３０日現を基

準とする。 

② 推薦の手順は、以下のとおりとする。 

イ．経済産業省（以下「本省」という。）が所管する販売事業者は、日本液化石油ガ

ス協議会（以下「日液協」という。）がとりまとめ、本省と協議した上で日液協が

推薦を行う。 

ロ．各経済産業局及び産業保安監督部・支部（以下「監督部等」という。）が所管す

る販売事業者は、各監督部等の管轄区域の液化石油ガス販売事業者連絡協議会（以

下「地域液協」という。）がとりまとめ、当該産業保安監督部・支部（以下「監督

部」という。）と協議した上で当該監督部が本省に推薦する。 

なお、地域液協がない監督部等が所管する販売事業者は、所管する監督部がとり

まとめ本省に推薦する。 

ハ．各都道府県が所管する販売事業者は、当該都道府県ＬＰガス協会がとりまとめ、

当該都道府県と協議した上で、当該都道府県は管轄する監督部を経由して本省に推

薦する。 

ニ．監督部、都道府県、日液協、地域液協及び都道府県ＬＰガス協会は、推薦しよう

とする販売事業者についてヒアリング等を行ったうえで、推薦書を作成するものと

する。この場合において、推薦者は評価項目の合計点数が７５点以上の販売事業者

とする。 

なお、推薦に際しては、当該販売事業者の申告書を添付するものとする。 
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 （２）保安功労者（個人）、優良液化石油ガス関係団体及び優良保安機関の表彰 

日液協、地域液協及び各都道府県ＬＰガス協会等は、当該表彰に係る保安功労者等を

選定し、推薦書を作成した上で、次の方法により推薦を行う。 

なお、推薦は他薦によることとする。 

① 日液協は、本省と協議した上で推薦を行う。この場合において、日液協は推薦書を

本省に送付する。 

② 各監督部は、地域液協と協議した上で推薦を行う。この場合において、各監督部は

推薦書を本省に送付する。 

③ 地域液協のない監督部等は当該表彰に係る保安功労者等を選定し、推薦を行う。こ

の場合において、監督部等は推薦書を本省に送付する。 

④ 各都道府県は、各都道府県ＬＰガス協会と協議した上で推薦を行う。この場合にお

いて、各都道府県は推薦書を当該都道府県を管轄する監督部を経由して本省に送付す

る。 

⑤ 日液協、地域液協及び各都道府県ＬＰガス協会以外の推薦者は、本省、監督部又は

都道府県と協議した上で推薦を行う。この場合において、当該推薦者は推薦書を本省

に送付する。 

 

６．申告書の提出期限 

  都道府県所管の販売事業者については、当該都道府県ＬＰガス協会へ９月１２日までに提

出する。 

なお、その他の販売事業者は、それぞれの提出先にご確認ください。 

 

７．被表彰者の決定等 

（１）被表彰者の決定 

被表彰者は、別紙２の「液化石油ガス消費者保安功績者原子力安全・保安院長表彰の

選考基準」に基づき本省等において審査の上決定する。 

  

（２）被表彰者の決定通知 

   本省等は(1)により、被表彰者を決定した場合は、推薦した各監督部、各都道府県及び

関係団体等に通知する。 

  

（３）表彰の方式 

    表彰は表彰状の交付により行う。
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別紙２ 
 

液化石油ガス消費者保安功績者 

原子力安全・保安院長表彰の選考基準 

 

 

 「保安優良液化石油ガス販売事業者表彰」「保安功労者（個人）、優良液化石油ガス関係団体

及び優良保安機関の表彰」における各表彰者の選考は、次の基準により行うものとする。 

 

１．保安優良液化石油ガス販売事業者の表彰 

  保安対策の実施状況の審査は、申告書の総合点数を勘案の上、その実績が優秀であり、次

の各項目に適合すること。 

  ① 過去３年間の立入検査において、液化石油ガス関係法令上の違反事項（販売事業者の

責任によらない場合を除く。）の指摘が無いこと。ただし、法令違反の程度が軽微であ

り、かつ、その違反が速やかに是正されている場合で、当該販売事業者の保安レベルが

著しく良好な場合にあっては、この限りではない。 

  ② 人損を伴う液化石油ガスに係る事故が過去５年間（人損を伴わない事故にあっては過

去３年間）ないこと。ただし、事故の発生が販売事業者の責任によらない場合にあって

は、この限りではない。 

  ③ 申告内容と実施状況に齟齬がないこと。齟齬が認められた場合は、表彰以降でも表彰

を取り消すものとする。 

 

２．保安功労者（個人）、液化石油ガス関係団体、優良保安機関の表彰 

 （１）被表彰者の選考にあたっては、次の項目につき審査することにより行う。 

   ① 液化石油ガスの保安に係る特色のある保安活動を展開し、その効果が上がっている

こと。 

   ② 液化石油ガスの保安啓発にボランティア活動等を通して参加し、その功績が認めら

れること。 

   ③ 液化石油ガスによる事故の発生を未然に防止し、又は既に発生した事故を大事に至

る前に防いだ経験があること。（当該事故の原因が自己の職務上の責任によらない場

合に限る。） 

   ④ 小中学校等の教育機関において、液化石油ガスの保安啓発活動に長年にわたって尽

力したこと。 

   ⑤ 液化石油ガスの保安に係る技術進歩のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

   ⑥ その他、液化石油ガスの保安のために特に顕著な功績を挙げたこと。 

 

 （２）保安功労者（個人）、関係団体及び保安機関にあっては、次の各項目に適合すること。 

   ① 過去３年間の立入検査（団体の場合は監査等）において、関係法令上の違反事項（関

係団体、保安機関の責任によらない場合を除く。）の指摘がないこと。ただし、法令

違反の程度が軽微であり、かつ、その違反が速やかに是正されている場合で、保安機

関においては、保安レベルが著しく良好な場合にあっては、この限りではない。 

   ② 保安功労者（個人）及び保安機関にあっては、人損を伴う液化石油ガスに係る事故

が過去１０年間（人損を伴わない事故にあっては過去３年間）ないこと。ただし、事

故の発生が当該保安機関の責任によらない場合にあっては、この限りではない。 
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保安優良液化石油ガス販売事業者表彰申告書 
（６月３０日現在） 

 

 

１．登録事業者名／ふりがな：                           

 

     資本金：                   従業員数：       名 

 

２．所在地：〒                                  

 

   電話番号：               FAX 番号：             

 

３．代表者名：                  役職名：            

 

４．登録年月日：                 

 

５．法令違反の有無（過去３年間） ： 有、無 （最終立入検査年月日     年    月   日） 

 

６．事故（消費者ミスに係るものを含む。）歴の有無（過去５年間）： 

     有（発生年月日   年  月  日及びその内容）、無 

 

                                         

 

                                         

 

７．消費者戸数：            戸 

 

８．本表彰制度における受賞歴：表彰名                                            

 

               受賞年度        

 

９．その他主な表彰の受賞歴：表彰名                                      

 

              受賞年度         

 

１０．関連機関での活動履歴（県ＬＰガス協会等保安業務に関係した経歴があれば記載） 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

 

                                        

（申告書 評価項目表を添付） 

各項目について記載漏れがないことを確認します。 
（ただし、「８．」～「１０」については該当がなけれ

ば記入不要です。） 
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販売事業者名を記入。

9



項目ごとの合計を確認。（以下同じ）

10



11



12



総合計を確認。（７５点未満の場合は申告できません） 

13



検討・評価の概要を記入。 

実行の概要を記入。 

計画の概要を項目ごとに記入。 

14



参考：受賞者に配布するステッカー等

15
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別紙１ 
保安優良液化石油ガス販売事業者表彰申告書 

（６月３０日現在） 
 
１．登録事業者名／ふりがな：                           
 
     資本金：                   従業員数：       名 
 
２．所在地：〒                                  
   電話番号：               FAX番号：             
 
３．代表者名：                  役職名：            
 
４．登録年月日：                 
 
５．法令違反の有無（過去３年間） ： 有、無 （最終立入検査年月日     年    月   日） 
 
６．事故（消費者ミスに係るものを含む。）歴の有無（過去５年間）： 
     有（発生年月日   年  月  日及びその内容）、無 
                                         
                                         
 
７．消費者戸数：            戸 
 
８．本表彰制度における受賞歴：表彰名                                            
 
               受賞年度        
 
９．その他主な表彰の受賞歴：表彰名                                      
 
              受賞年度         
 
１０．関連機関での活動履歴（県ＬＰガス協会等保安業務に関係した経歴があれば記載） 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

（申告書 評価項目表を添付） 
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申告書 登録事業者名

Ⅰ.保安方針

注）ここでいう設置率100％とは99％を超えるものをいう。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１　保安体制・責任と権限の明確化

5点 ○ × 点
５点又
は０点

3点 ○ × 点
３点又
は０点

2点 ○ × 点
２点又
は０点

Ｎｏ．２　安全機器等の設置の取り組み
設置を推進しており、消費者の要
望に応じ積極的に導入しているこ ２点又

解説

計画の例
安全機器の設置・従業員教育・消
費者保安啓発等の数値化された
実施計画が書面で策定されてい
る。

注意：別紙に保安活動の概要を計画、実行及び検討・評価に分け具体的に記入のこと。

検討・評価の例
責任者により目標と実行に対して
定期的に検討・評価がなされ、見
直しと改善が行われている。

いずれ
かに○

① 保安確保の
目標管理

得点

評価項目

項目

実行の例
従業員教育等が上記計画通り実
行され記録が残されている。

保安確保の目標を達成するた
め、計画、実行及び検討・評価に
分けて管理が行われている。
（計画とは、保安確保・消費者安
全サービスについて、具体的な数
値化された計画が書面化されて
いること。）
（実行とは、計画を実行し、実施
結果の記録があるもの。）
（検討・評価とは、目標及び実行
した結果について、定期的な見
直しが行われ、計画と実行に反映
されていること。）

望に応じ積極的に導入しているこ
と。
（設置率100%以下でも可［○］。）

2点 ○ × 点
２点又
は０点

① 法令義務施設以外の施設も
含みます。

② 対象から除かれるのは、燃焼
器が屋外にあるもの及び、浴
室内にあるもののみです。

③ 消費者拒否の場合は未設置
となります。

④ 交換期限５年を経過している
ものがある場合は未設置とな
ります。

ガス放出防
止器又はガ
ス放出防止
型高圧ホー
ス

設置を推進しており、消費者の要
望に応じ積極的に導入しているこ
と。

2点 ○ × 点
２点又
は０点

(マイコンメー
タの遮断機
能とバルクを
除く)

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをい
う。)

1点 ○ × 点
１点又
は０点

1点
設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをい
う。)

ガス漏れ警
報器

1点又
は０点

①

②

○ × 点

消費者拒否の場合は未設置とな
ります。
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設置を推進しており、消費者の要
望に応じ導入できる体制になって
いる。（設置率100%以下でも可
［○］。）

2点 ○ × 点
２点又
は０点

設置率１００％
(100％とは99％を超えるものをい
う。)

1点 ○ × 点
１点又
は０点

設置を推進しており、消費者の要
望に応じ導入できる体制になって
いる。
（設置率70%以下でも可［○］。）

2点 ○ × 点
２点又
は０点

導入率７０％以上 5点 ○ × 点
5点又
は０点

⑤
安全装置付
きガスコンロ

設置を推進しており、消費者の要
望に応じ積極的に導入しているこ
と。

1点 ○ × 点
１点又
は０点

⑥
ガス漏れ警
報器連動遮
断装置

設置を推進しており、消費者の要
望に応じ積極的に導入しているこ
と。

1点 ○ × 点
１点又
は０点

⑦

火災警報器
又は火災警

火災警報器又は火災警報器付き
複合型警報器の設置を推進して

1点 ○ × 点
１点又

消費者拒否の場合は未設置とな
ります。

ここでいう火災警報器付き複合型
とは、火災警報器、ガス漏れ警報

③

集中監視シ
ステムの導
入

漏洩検知装
置

④

ここでいうガス漏れ警報器連動遮
断装置とは、マイコンメータの設
置されているところも含み、全てガ
ス漏れ警報器と連動しているもの
をいいます。

調整器出口（上流監視含む）から
末端ガス栓までの供給管及び配
管からの漏えいが確認できるもの
であればマイコンＳ等でも可。
消費者拒否の場合は未設置とな
ります。

　

ここでいう安全装置付きガスコンロ
とは、全コンロバーナーに立ち消
え安全装置、調理油過熱防止装
置及び消し忘れ消火機能（タイ
マー）を搭載したコンロをいいま
す。

⑦
報器付き複
合型警報器

おり、消費者の要望に応じ積極的
に導入していること。

1点 ○ × 点
は０点

Ｎｏ．３　予防保全（期限管理）

① 調整器の定
期交換

Ⅰ類；Ｓ型は製造年月から１０年、
Ⅱ類；Ｎ型は製造年月から７年を
経過したものがないこと。

5点 ○ × 点
５点又
は0点

②
高低圧ホー
スの定期交
換

Ⅰ類；Ｓ型は製造年月から１０年、
Ⅱ類；Ｎ型は製造年月から７年を
経過したものがないこと。

5点 ○ × 点
５点又
は0点

③ 定期交換の
管理

上記①～②の交換期限リストが抽
出できるソフトが組み込まれたコ
ンピュータによる期限管理が導入
されている。

5点 ○ × 点
５点又
は0点

④
老朽化設
備・機器の一
掃

老朽化設備・機器の一掃を推進
している。

2点 ○ × 点
２点又
は０点

46点 0 点

　

合　計

　

器及び一酸化炭素(ＣＯ)警報器
の複合した警報器をいいます。

定期調査点検時ほか容器交換時
点検、検針時に期限切れや老朽
化設備を確認し、老朽化した設
備・機器の一掃を推進している。
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Ⅱ.保安管理体制
注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。

内容 配点 備考

Ｎｏ．１　資格者の確保

１５０％以上 5点 ○ ×

＊
1
「資格者数」とは、液化石油
ガス設備士、二販、業務主任
者代理者取得者の合計数を
指す。

＊
2
「ＬＰ法の販売事業に係る従
事者数」は、ＬＰ法の販売事
業に係る経営者、総務・経理
担当、パート・アルバイト等臨
時採用者も含んだ数。

Ｎｏ．２設備工事

法定の保存期間（５年間）を超え
て、全消費者の配管図面を保管
している。

5点 ○ × 点
５点又
は0点

Ｎｏ．３　ＣＯ中毒事故防止対策

不完全燃焼
防止装置が

不完全燃焼防止装置が付いてい
ない器具を使用している消費者
に 不完全燃焼防止装置 付

配管図面とは、ＬＰガス設備全体
の配管図面をいいます。

項目

配管図面の保管

解説

対象となる燃焼器具がない場合
（全部が屋外設置や不完全燃焼

得点

○ ×

いずれ
かに○

点

従事者の資格
（二販、設備士、
業務主任者代理
者）取得状況

１００％以上１５０％未満 ２点

５点、
２点又
は０点

ＬＰ法の販売事業に係

る従事者数(*2)

○○％ ＝

延べ資格者数(*1)

①

防止装置が
付いていな
い器具を使
用している消
費者への保
安啓発活動

に、不完全燃焼防止装置の付い
ている燃焼器や屋外設置式の燃
焼器への交換、及び老朽化設備
の一掃を推進するとともに、ＣＯ中
毒事故防止の保安啓発活動を
行っていること。

3点 ○ × 点
３点又
は0点

②
排気筒の保
安啓発活動

定期消費設備調査の際に、排気
筒の腐食、外れ、鳥の巣による閉
そく、材料等の異常がないことを
確認するとともに、消費者への排
気筒の事故防止についての啓発
活動を行っていること。

2点 ○ × 点
2点又
は0点

③

不完全燃焼
防止装置の
付いている
燃焼器への
交換

開放式燃焼器及び半密閉式燃焼
器について、未交換率が０％であ
る（不完全燃焼防止装置の付い
ていない燃焼器がない）こと。

5点 ○ × 点
５点又
は0点

（全部が屋外設置や不完全燃焼
防止装置付器具）は、老朽化設
備を一掃することを推進し、ＣＯ中
毒事故防止の保安啓発活動を
行っていること。
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Ｎｏ．４　埋設管の管理
1. 「埋設管の点検･調査を要す
る施設」とは、一般家庭も含
み、次のものを除いたもので
す。

① Ｓ型マイコンメーター、漏えい
検知装置等が設置されてお
り､調整器から末端ガス栓ま
での供給管及び配管からの
漏えいが確認できるもの。

② 壁貫通部、隠ぺい部､床下配
管等で配管等の腐食を引き
起こす可能性のある水､土等
と接触していないことが明ら
かなもの。

③ PE管等腐食のおそれがない
ことが確認された施設。
（詳細は高圧ガス保安協会
発行「埋設管維持管理マニュ
アル改訂版」を参照のこと。）

2. 腐食測定で不合格となり、そ
の後の漏洩試験で漏洩がな
い場合は漏洩検知装置の設
置でも、改善とみなす。

合　計 25点 0 点

Ⅲ.保安業務  （法定保安業務以外の自主的な保安高度化の取り組み）

注）全消費者とは、消費者の99％を超える場合を指す。

埋設管の点検･調査を要する施
設について、全て腐食測定を行
い、かつ、腐食測定で不合格と
なった施設について改善率が１０
０％となっていること。

腐食測定の実施
及び改善等

× 点○
5点又
は0点

5点

内容 配点 備考

Ｎｏ．１　自主的な保安高度化の取り組み

3点 ○ ×

2点 ○ ×

1点 ○ ×

3点 ○ ×

2点 ○ ×

1点 ○ ×

③ メータの異常
表示の確認

全消費者に対し、月１回以上の頻
度でメータの異常表示の確認をし
記録を行っている。異常がある場
合は消費者に通知していること。

4点 ○ × 点
4点又
は0点

④ 安全装置の
有無の調査

全消費者に対し、法定調査項目
以外の安全装置（ＣＯ警報器、過
熱防止器、立ち消え安全装置等）
の有無の調査を４年に１回以上行
い、かつ点検・調査票に、安全装
置の調査項目が記され実施し記
録されていること。また、消費者に
結果を通知し、説明を行っている
こと。

4点 ○ × 点
4点又
は0点

項目

３年に１回。

解説 得点
いずれ
かに○

①
法定期間内
における供
給設備点検
頻度

全消費者に対し、４年点検項目
（定期供給設備点検）について次
の頻度で点検を実施した上で、そ
の結果を記録しており、かつ消費
者に通知していること。

法定期間内
における消
費設備調査
頻度

全消費者に対し、４年調査項目
（定期消費設備調査）について次
の頻度で調査を実施した上で、そ
の結果を記録しており、かつ消費
者に通知していること。

②
３点、
２点、
１点又
は0点

１年に１回以上。

１年に１回以上。

２年に１回。

２年に１回。

３年に１回。

点

３点、
２点、
１点又
は0点

点
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Ｎｏ．２　消費者保安啓発活動

①
消費者への
保安啓発活
動

全消費者に対し、年２回以上保安
啓発活動を行っている。
(例：保安啓発と緊急時の連絡先
を記入した領収書を発行してい
る。)

5点 ○ × 点
５点又
は0点

②

１０月の消費
者保安月間
における消
費者への保
安啓発活動

１０月の消費者保安月間に自主
啓発活動を実施している。
(例：ＬＰガス安全委員会のリーフ
レット配布やポスター掲示。)

5点 ○ × 点
５点又
は0点

③

高齢者、障
害者世帯等
に対する特
別な保安活
動

ＬＰガスを使用する高齢者や障害
者を把握し、重点的な保安啓発
活動を行っている。

5点 ○ × 点
５点又
は0点

29点 0 点

総合計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

100点 0 点 －－総合計

合　計
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別紙

保安活動概要の記入用紙

　実行

　計画

③消費者啓発について：

②安全装置の設置について：

①保安教育について：

　検討・評価
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